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夜間・休日は転送されます、必ず5回以上コールしてください

１ 畜舎と家畜に甚大な被害を受けた場合は市町村や農業
事務所へご報告ください！
また、支援事業の発動時は以下のものが必要になるため
保存・保管をお願いします。
チェックリスト
□被害状況の写真
□復旧に要した費用に関する書類(発注書や納品書等)

２ 畜舎の破損の確認・速やかな修繕をお願いします。
柵やネットを含め、畜舎の破損有無を確認し、破損が
あった際は速やかに修繕をお願いします。
チェックリスト
□畜舎等総点検の実施
□(破損があった場合)速やかな修繕

３ 台風による風雨等侵入は伝染病リスクが高まるタイミング
です！台風通過後は洗浄消毒の実施をお願いします。また
家畜の健康状態の観察を注意深く実施し、異状を感じた
場合は家畜保健衛生所へ速やかにご連絡ください！
チェックリスト
□台風通過後は洗浄消毒
□家畜の健康状態の確認
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千葉県南部家畜保健衛生所 TEL  04-7092-2304  FAX  04-7092-1434
※急性悪性家畜伝染病の早期対応のため、疑わしい症状があれば

速やかに連絡してください。

台風通過後は畜舎等の破損状況の確認を
お願いします！


